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－ １ － 

運を呼び込む七つの行動術  
 
  運を呼び込む行動術として、以下の七ヵ条があります。 
 この七ヵ条は、困ったことに、日ごろの学習をおろそかにしている人でも、真似るだけで

運を呼び込めてしまう。いわば「これだけ知っておけば大丈夫」式のお手軽ハウツーとも

いえる。 
① 自分の都合だけの頼みごとは極力やめる 

むやみな頼みごとはしないことである。無神経な頼みごとをするのは、相手に対する

縁切り宣言に等しい愚かな行為だ。縁が切れてしまえば、その人間関係を、二度と活か

すことができなくなってしまうのである。 
 ②他人からの頼まれごとには極力応える 

  いつかは必ず、誰かに頼みごとをしなければならないときがくる。そういう肝心なと

きにものをいうのが、日ごろから培ってきた「貸しっぱなし」の人づきあいなのである。 
 ③ムダな面会や電話をしない 

 優秀な（あなたに運を呼び込む）ビジネスパーソンは例外なく忙しい。たいした用事

もないのにアポイントメントをとるのは、相手の貴重な時間をムダにするだけである。

電話の場合は、とくに注意しないといけない。電話は相手の様子がわからないだけに、

とくに気をつける必要がある。 
④人に会うときは必ず「お土産」を用意する 

 お土産には、相手が知らないような「情報」がいちばんだ。あなたには常識の情報で

あっても、年齢や興味の違いによって、相手にとっては思いがけない貴重な情報になり

うる。新聞記事の切り抜きでもいい。記事をコピーしておいて、相手が喜んだら差し上

げるのも手だ。 
 ⑤会っても早めに切り上げて帰る 

 たとえ面談時間を一時間もらったとしても、用件を三十分ですませることができたら、

長居をしないでさっさと面会を切り上げる。雑談をするにしても、せいぜい一、二分く

らいにしておく。これで「アイツに会うとムダがない」と思ってもらえる。 
 ⑥去り際の美学を心得よ 

   ようやくアポがとれて約束の時間に訪問しても、前のスケジュールが長引いて待たさ

れることが少なくない。そんなときは、五分や十分なら待っているべきだが、十五分以

上になったらそれ以上は粘らないことだ。もっとも、相手にとって必要な話をするため

のアポであったら、いつまでも待ち続けなければならない。 
 ⑦お礼は電話ではなく自筆の手紙か、せめてメールでする 

   ③で「（軽はずみに）電話をしない」と書いたが、何かをしてもらったお礼の電話とい

うなら「絶対に」してはいけない。相手は忙しいのだ。お礼は心を込めた自筆の手紙、

せめてメールの一文字一文字に感謝の気持ちを打ち込んで送るようにする。電話は、身

内や親しい友人との連絡ツールと心得ておいたほうがいい。 
 
以上の「運を呼び込む行動術」は、万人が駆使して過ちのない 

ノウハウだ。 



 
 

 

＜ 堀 田 ＞ 
 

－ ２ － 

 

「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成２６年４月

１日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大され

ました。 

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、平成２５年４月１日から   

平成３０年３月３１日までに作成されるものについて、印紙税の軽減措置が適用されます。  

また、平成２６年４月１日以降作成される契約書については、印紙税の軽減措置が拡充さ

れることとなりました。なお、これまでは、平成９年４月１日から平成２５年３月３１日ま

でに作成されるこれらの契約書について軽減措置の対象とされていました。 

 

Ⅰ「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲の拡大 

 

現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が３万円未満のもの

が非課税とされていますが、平成２６年４月１日以降に作成されるものについては、受取金

額が５万円未満のものについて非課税とされることとなりました。 

 

「金銭又は有価証券の受取書」とは 

 「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証

明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。  

したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有

価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記

入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証

券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該

当します。 

 

 Ⅱ「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充 

 

 軽減措置の概要 

軽減措置の対象となる契約書は、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」のうち、

以下のものです。 
 

  契約書作成年月日  契約書  記載された契約金額  

平成２５年４月１日～  

平成２６年３月３１日  

不動産譲渡契約書  
１千万円を超えるもの 

建設工事請負契約書 

平成２６年４月１日～  

平成３０年３月３１日  

不動産譲渡契約書 １０万円を超えるもの  

建設工事請負契約書 １００万円を超えるもの 

 



 
 

 

＜ 伊 藤 ＞ 
 

－ ３ － 

 

～被扶養者とは～ 

被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受ける

ことができます。ただし、家族であればだれでも被扶養者として認定されるというものでは

なく、法律等で決まっている一定の条件を満たすことが必要です。 
なお、健康保険でいう扶養家族は税法上の扶養家族とは基準が異なります。 

 
～被扶養者の範囲～ 

 被扶養者の範囲は法律で規定されており、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居して

いることが条件の人がいます。 
 （同居していなくてもよい人） 
  １．配偶者（内縁を含む） 
  ２．子（養子を含む）・孫・弟妹 
  ３．父母（養父母を含む）等の直系尊属 
 （同居であることが条件の人） 

  １．上記以外の三親等内の親族（義父母・兄姉等） 
  ２．内縁の配偶者の父母、連れ子 
  ３．内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子 
 
～収入要件～ 

  ・年間収入が１３０万円未満 
（６０歳以上又は障害者の場合は、年間収入１８０万円未満） 
かつ 
・同居の場合 … 収入が扶養者（被保険者）の収入の１／２未満 
・別居の場合 … 収入が扶養者（被保険者）からの仕送り額未満 
 
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以

降の年間見込収入額のことをいいます。（給与所得等の収入がある場合、月額 108,333 円以下。雇用

保険等の受給者の場合、日額 3,611 円以下。） 

※被扶養者の収入には、雇用保険の失業給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含ま

れます。 

※後期高齢者医療制度の被保険者は、協会けんぽの被扶養者にはなれません。 
 
 



 
 

 

＜ 山 田 ＞ 
 

－ ４ － 

北陸新幹線の列車名決定 
最速タイプは「かがやき」に 

 

 ＪＲ東日本、西日本は１０月１０日、２０１５年春に開業する北陸新幹線について、四つ

の運行体系ごとの列車名を発表した。東京―金沢間を最速で結ぶ「速達型」は「かがやき」、

多くの駅に停車する「停車型」は、北越急行ほくほく線などを走る特急でも使用されている

「はくたか」に決まった。 

 

 残りの二つは、富山―金沢間を往復する「シャトル型」が「つるぎ」、東京―長野間を運行

する「長野新幹線型」は「あさま」となった。 

 

 ＪＲによると、列車名は公募を参考に決定。「かがやき」はスピード感や明るい未来をイメ

ージさせるとして採用した。「はくたか」と同様に「つるぎ」もかつて運行していた新潟―大 

阪間の特急名だったことから地元になじみが深いとして決めた。「あさま」は、長野新幹線で

定着していることから継続する。 

 

 東京都内で記者会見したＪＲ東の冨田哲郎社長は「いずれも地域になじみのある名前。北

陸と首都圏を結ぶ大動脈として地域発展の原動力になってほしい」と述べた。 

 

 公募は５月 31 日～６月 30 日で、約 14 万５千件の応募があった。応募数では「はくたか」

が１位、「つるぎ」が４位、「かがやき」が５位、「あさま」が７位だった。 

 

 一方、新幹線開業後の廃止が懸念されている特急「はくたか」は、新幹線の列車名に決ま

ったことでより存続がいっそう不透明となった。ＪＲ東によると、一般的に新幹線と並行す

る在来線特急で同じ列車名は使用しないという。冨田社長は存続について「検討中。新幹線

の具体的なダイヤや、利用者のニーズを踏まえながら決めていく」と述べるにとどめた。 

 

                             ～某新聞社ＨＰより抜粋～ 



 
 

 

＜ 池 原 ＞ 
 

－ ５ － 

消費税転嫁対策特別措置法Ｑ＆Ａ 
消費税率の引上げに際し円滑かつ適正な転嫁のための取組で、平成２５年１０月１日から

平成２９年３月３１日まで適用されます。 
 

＜ ポ イ ン ト ＞ 

１．消費税の転嫁拒否等の行為の禁止 

 ２．消費税に関するような形での安売り宣伝や広告の禁止 

 ３．「総額表示」義務が緩和され、「外税表示」、「税抜価格の協調表示」が認められる 

 ４．中小企業が共同で価格転嫁すること（転嫁カルテル）や、表示方法を統一すること（表

示カルテル）が認められる 
 

 

Ｑ．平成２６年４月１日からの消費税率の引上げに伴い、値引き等をする際の広告や宣

伝に禁止されている表示があるそうですがどのようなものですか？ 

 

 

Ａ．広告、宣伝にて「消費税分」を値引きする等の表示は禁止されています。 
 

●禁止される具体的な表示例 

①取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示 

・「消費税は転嫁しません。」 

・「消費税は当店が負担しています。」 

・「消費税還元」「消費税還元セール」 

②取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ず

る旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの 

・「消費税率上昇分値引きします。」 

③消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって②に

掲げる表示に準ずるもの 

・「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します。」 
 

   ●禁止されない表示の具体例 
次のような表示は、宣伝や広告の表示全体からみて消費税を意味することが客観的に

明らかな場合でなければ、いずれも消費税分を値引きする等の宣伝や広告には該当せ

ず、禁止される表示とはなりません。 

・消費税との関連がはっきりしない「春の生活応援セール」「新生活応援セール」 

・たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの「３％値下げ」「３％還元」 
  

※消費税価格転嫁対策の詳細については内閣府のＨＰにて確認できます。 

http://www.cao.go.jp/tenkataisak/ 



 
 

 

 
 

－ ６ － 

◇◆◇ おもしろ雑学 ◇◆◇ 
           

  

紙のサイズには、Ａ系とＢ系があるが、紙の大きさはどちらも縦を１とした場合、

横はルート２の比になるように作られている。 

 これは、長辺の真ん中で何度折っても、１対ルート２の相似となる長方形が出来

る特殊な比率にしてあるため。 

                       某雑学ＨＰより（担当：小杉） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加藤輝守税理士事務所は、中小企業経営力強化支援法に基づく 

経営革新等支援機関に認定されました！！ 

経営革新等支援機関から支援を受けるメリットとして… 

①信用保証協会の保証料の引き下げ  ②低金利での融資制度  ③各種補助金制度 

④商業・サービス業等投資減税制度   などが挙げられます。ぜひご活用ください。 

 

お客様をご紹介ください 

ご友人やお知り合いの方で、税務・会計でお困りの方、 

企業経営について相談してみたい等々ありましたら、是非ご紹介ください。 

 

会社の広告お手伝いします 

お客様の広告チラシ等がございましたら月一回発行の事務所通信に同封いたし 

ます。お気軽にお申し付け下さい。 

 
 
 
 

 
紙の大きさ 

   
 
 
 
 
 

1,000円
加藤輝守

11月25日（月） 加藤輝守税理士事務所

２Ｆ　セミナールーム

テルモ経営研究会

『お客様が応援する工務店！』

（近代ホーム　株式会社）

ビデオ研修

税理士

午後６時３０分～

日 時 研 修 内 容 場 所 講 師 参 加 費



日 月 火 水 木 金 土

１ ２
斉藤・村山

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
文化の日 振替休日 伊藤・堀田

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６
  一日公庫

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３
勤労感謝の日

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０
テルモ経営研究会 廣川・池原

・網掛けの日が当事務所の休日です。

（名前の記入されていない土曜日は、全員出勤となっています。）

１１月１０日　平成２５年１０月分の源泉所得税・住民税の納付

１２月　２日　平成２５年９月決算法人　法人税等・消費税確定申告・納付

　平成２６年３月決算法人　法人税等・消費税中間・予定申告・納付

　平成２６年６月、３月、２５年１２月決算法人の消費税の中間申告、納付

　１１月決算法人で次期消費税の簡易課税制度の選択等の場合の諸届出　　　

■■■■　　休日カレンダー　　■■■■

１１月の税務

１１月( 霜月 ) Ｎｏｖｅｍｂｅｒ

 
 

◇◆ あとがき ◆◇ 
 

今年もあと２ヶ月となりました。 

書店にスケジュール帳や年賀状の本が並んでいるのをみて年末になってきたんだなぁと

実感しています。 

２０１３年、ラストスパート！！残りの日々を充実した毎日にしていきたいと思います。  

寒さが日一日と増して参ります。皆様、体調を崩されませんようお気をつけください。 

 

〈 原 〉 

 


